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町
県
民
税
申
告
相
談

▼
期
間
お
よ
び
場
所

２
月
16
日
（
月
）
～
２
月
27
日
（
金
）

　

須
恵
町
役
場
１
階　

保
健
セ
ン
タ
ー

３
月
２
日
（
月
）
～
３
月
16
日
（
月
）

　

須
恵
町
役
場
３
階　

大
会
議
室

▼
対
象
者　
須
恵
町
に
住
所
を
有
す
る
人

　
（
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
）

※
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
を
除
き
ま
す
。

・
平
成
26
年
中
の
所
得
が
給
与
の
み
で
、「
給

与
支
払
い
報
告
書
」
を
勤
務
先
か
ら
須
恵

町
に
提
出
し
た
人

・
平
成
26
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
提

出
す
る
人

⃝

無
職
・
学
生
の
人
は
そ
の
旨
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

⃝

所
得
証
明
・
非
課
税
証
明
が
必
要
な
人
は

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

⃝

申
告
書
用
紙
が
送
付
さ
れ
て
い
な
い
人
で

申
告
義
務
が
あ
る
人
は
、
受
付
会
場
に
用

意
し
て
い
ま
す
の
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

年
金
・
給
与
合
算
な
ど
の
簡
易
申
告
を
す
る
人

▼
期
間
お
よ
び
場
所

２
月
16
日
（
月
）
～
２
月
27
日
（
金
）

　

須
恵
町
役
場
１
階　

保
健
セ
ン
タ
ー

３
月
２
日
（
月
）
～
３
月
16
日
（
月
）

　

須
恵
町
役
場
３
階　

大
会
議
室

営
業
・
不
動
産
等
収
支
内
訳
書
を
添
付
し
て

申
告
を
す
る
人
（
税
務
署
職
員
お
よ
び
税
理

士
受
付
）

▼
期
間
お
よ
び
場
所

２
月
19
日
（
木
）
～
２
月
20
日
（
金
）

　

宇
美
町
役
場

２
月
23
日
（
月
）
～
２
月
24
日
（
火
）

　

須
恵
町
役
場
１
階　

保
健
セ
ン
タ
ー

２
月
25
日
（
水
）
～
２
月
26
日
（
木
）

　

志
免
町
役
場

※
右
記
の
日
程
以
外
は
、
役
場
で
は
受
け
付

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
香
椎
税
務
署

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

譲
渡
・
贈
与
な
ど
の
申
告
を
す
る
人

▼
場　
所　
香
椎
税
務
署

○
印
鑑（
認
印
可
、イ
ン
キ
浸
透
印
は
不
可
）

○
通
帳
か
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
還
付

申
告
を
す
る
人
は
、
振
込
先
の
銀
行
支
店

名
、
口
座
番
号
が
必
要
で
す
）

○
収
入
の
証
明
書
（
コ
ピ
ー
不
可
）

・
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

・
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票

○
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）・
後
期
高
齢
者

保
険
料
・
国
民
年
金
の
保
険
料
な
ど
の
領

収
書
・
控
除
証
明
書
・
納
付
済
確
認
書

○
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
旧
長
期
損

害
保
険
料
の
控
除
証
明
書

○
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、
障
害
者
手

帳
な
ど

○
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
人
は
、
寄
付
金
の

領
収
書

○
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療
費
の

領
収
書
お
よ
び
明
細
書
（
金
額
の
集
計
を

お
願
い
し
ま
す
）

※
大
変
混
雑
し
た
場
合
、
受
付
の
制
限
を
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

※
自
分
で
申
告
で
き
る
人
は
、
申
告
書
を
直

接
税
務
署
へ
郵
送
し
て
、
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
期　
間　
２
月
９
日
（
月
）
～
３
月
16
日

（
月
）
土
日
を
除
く

※
た
だ
し
、
２
月
22
日
（
日
）・
３
月
１
日

（
日
）
に
限
り
、
確
定
申
告
の
相
談
お
よ

び
申
告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

▼
受
付
時
間　
９
時
～
11
時
、
13
時
～
16
時

※
期
間
中
は
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

香
椎
税
務
署　

☎
６
６
１
・
１
０
３
１

税
務
課

　

☎
９
３
２
・
１
４
９
５（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１
（
内
線
１
３
２
）

　

広
報
１
月
号
で
、
次
の
箇
所
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

●
10
ペ
ー
ジ
「
所
得
税
確
定
申
告
と
町
民
税

申
告
の
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
」
中
、

還
付
申
告
セ
ン
タ
ー
（
シ
ー
メ
イ
ト
志

免
）
の
日
程

誤　

２
月
４
日
（
水
）
～
２
月
５
日
（
木
）

正　

２
月
５
日
（
木
）
～
２
月
６
日
（
金
）

須
恵
町
商
工
会　
無
料
税
務
相
談

　

町
内
の
小
規
模
商
工
業
者
で
、
申
告

に
つ
い
て
お
困
り
の
人
は
、
商
工
会
の

税
務
相
談
所
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

会
員
以
外
の
人
や
、
消
費
税
の
新
規

課
税
事
業
者
の
人
の
申
告
相
談
も
、
受

け
付
け
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
期　
間

　

２
月
12
日
（
木
） 

13
時
～
16
時

　

２
月
17
日
（
火
） 

10
時
～
12
時

　

13
時
～
16
時

　

３
月
10
日
（
火)

～
３
月
12
日
（
木)

　

10
時
～
12
時　

13
時
～
16
時

▼
場　
所　
須
恵
町
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
内　

須
恵
町
商
工
税
務
相
談
所

▼
問
合
せ
先　
須
恵
町
商
工
会

　

☎
９
３
２
・
６
７
０
０

所
得
税
申
告
相
談

問
合
せ
先

訂
正
と
お
詫
び

申
告
に
必
要
な
も
の

香
椎
税
務
署　
確
定
申
告
相
談
会
場

児
童
手
当
と
は

　

家
庭
な
ど
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与

す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童

の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
た
め
、
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支
給
す
る
制
度

で
す
。

▼
支
給
対
象
者

　

須
恵
町
に
住
所
が
あ
っ
て
、
中
学
校
修
了

前
（
15
歳
に
達
し
た
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

※
公
務
員
の
人
は
、
勤
務
先
で
手
続
き
を
行

い
、
勤
務
先
か
ら
児
童
手
当
が
支
給
に
な

り
ま
す
。
民
間
企
業
へ
派
遣
さ
れ
た
公
務

員
や
、
独
立
行
政
法
人
・
国
立
大
学
法
人

に
お
勤
め
の
場
合
な
ど
、
勤
務
先
か
ら
支

給
さ
れ
な
い
人
は
子
ど
も
教
育
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
手
当
を
受
け
る
手
続
き

　

手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
の
認
定
請
求

に
基
づ
い
て
支
給
し
ま
す
の
で
、
出
生
・
転

入
な
ど
に
よ
り
受
給
資
格
が
生
じ
た
場
合
は
、

子
ど
も
教
育
課
窓
口
に
て
請
求
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
印
で
も
可
）

・
請
求
者
名
義
の
通
帳

・
請
求
者
の
保
険
証（
社
会
保
険
の
人
の
み
）

※
そ
の
他
必
要
な
書
類
が
あ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
出
生
日
や
転
入
日
（
異
動
日
）
の
翌
日
か

ら
15
日
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た
月
分
の
手
当

を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
額
（
１
人
に
つ
き
）

・
３
歳
未
満　

１
万
５
千
円

・
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前　

１
万
円
（
第

３
子
以
降
１
万
５
千
円
）

・
中
学
生　

１
万
円

・
特
例
給
付
（
所
得
制
限
を
超
え
た
場
合
）

５
千
円

▼
支
給
時
期　
原
則
と
し
て
、
毎
年
６
月
、

10
月
、
２
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で

の
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　

手
当
を
受
け
て
い
る
人
は
、
毎
年
６
月
中

に
「
児
童
手
当
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
届
は
毎
年
６
月
１
日

に
お
け
る
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、

提
出
が
な
い
と
６
月
分
以
降
の
手
当
の
支
給

が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

Ｊ
Ｒ
特
定
者
用
定
期
乗
車
券
割
引
制
度

　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
人

お
よ
び
そ
の
世
帯
員
が
、
通
勤
に
伴
う
Ｊ
Ｒ

通
勤
定
期
券
を
購
入
す
る
際
に
、
子
ど
も
教

育
課
で
発
行
す
る
特
定
者
資
格
証
明
書
と
、

特
定
者
用
定
期
乗
車
券
購
入
証
明
書
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
３
割
引
で
購
入
で
き
ま

す
。

※
学
生
の
場
合
、
距
離
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
学
生
割
引
の
方
が
お
得
で
す
。

▼
対
象
者　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
お
よ
び

そ
の
世
帯
員

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
児
童
扶
養
手
当
の
証
書
（
福
岡
県
か
ら
発

行
さ
れ
た
証
書
）

・
特
定
者
資
格
証
明
書
交
付
申
請
書

　
（
※
１
）

・
特
定
者
用
定
期
乗
車
券
購
入
証
明
書
申
請

書　
（
※
１
）

・
証
明
写
真
（
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横

３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
６
か
月
以
内
に

撮
影
し
た
正
面
上
半
身
の
も
の
）（
※
２
）

・
印
鑑
（
認
印
で
も
可
） 

※
１　

申
請
書
は
、
子
ど
も
教
育
課
に
あ
り

ま
す
。

※
２　

証
明
写
真
は
、
こ
の
制
度
を
利
用
さ

れ
る
人
の
写
真
が
必
要
で
す
。

▼
申
請
後　
特
定
者
資
格
証
明
書
と
、
特
定

者
用
定
期
乗
車
券
購
入
証
明
書
を
発
行
い

た
し
ま
す
。
発
行
ま
で
に
時
間
が
か
か
り

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

▼
定
期
券
の
購
入　
子
ど
も
教
育
課
が
発
行

し
た
特
定
者
資
格
証
明
書
と
、
特
定
者
用

定
期
乗
車
券
購
入
証
明
書
を
、
Ｊ
Ｒ
の
駅

窓
口
に
「
通
勤
定
期
購
入
申
込
書
」
と
と

も
に
提
出
し
、
定
期
券
を
購
入
し
ま
す
。

▼
有
効
期
限

・
特
定
者
資
格
証
明
書
…
１
年
間

・
特
定
者
用
定
期
乗
車
券
購
入
証
明
書
…
６

か
月
間

※
継
続
す
る
場
合
は
、
子
ど
も
教
育
課
で
手

続
き
が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
先

・
Ｊ
Ｒ
乗
車
券
の
金
額
お
よ
び
定
期
券

に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
の
駅
窓
口
へ

・
児
童
手
当
、
特
定
者
資
格
証
明
書
、

特
定
者
用
定
期
乗
車
券
購
入
証
明
書

に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
教
育
課
へ

　

☎
９
３
２
・
１
４
５
９

　

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

　

（
内
線
２
７
３
）

税
の
申
告
は
忘
れ
ず
に

　
　
２
月
16
日(

月)

～
３
月
16
日(

月)

土
日
除
く

　
　
　
９
時
30
分
～
11
時
、
13
時
～
15
時

児
童
手
当
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
へ

子ども教育課からのお知らせ




